
問  税務課市民税係 ☎ 575-1138 税務課市民税係 ☎ 575-1138

　所得税の「確定申告」と市県民税の「住民税申告」を行う所得申告相談会が始まります。確定申告・住民税申告は、
毎年１月１日から 12 月 31 日までの所得の状況を申告するもので、これにより所得税額と市県民税額が決まり
ます。下のチャートを使って、確定申告が必要か否か調べてみましょう。

あなたは申告が必要？不必要？あなたは申告が必要？不必要？

フローチャートでチェック！フローチャートフローチャートででチェック！チェック！

※フローチャートは一般的なケースです。詳細は税務課市民税係にお問い合わせください。
※ 営業・不動産所得がある人や医療費控除（医療費がおおむね 10 万円を超える場合など）を受ける人は、必ず収支内訳
書や医療費控除の明細書（病院・薬局ごと）を作成してきてください。事前に計算が済んでいない場合は受け付けがで
きませんのでご注意ください。

※ 申告に必要な書類（確定申告書用紙、事業収入の収支内訳書（農業・営業・不動産）、医療費控除明細書など）は、税務
課または各総合支所に備えてあります。

※今年から農業収入の収支内訳書は、JA 経由でお届けします。
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・住宅ローン控除を初めて受ける人
・土地や家屋の譲渡（売買など）による所得がある人
・株式の譲渡や先物取引による所得がある人
・事業所得があり、青色申告をしている人

①〜③以外の収入
・ 事業収入（農業・営業

など）
・不動産収入
・ 雑所得（副業で得た

収入など）

収入なし

①非課税収入のみ
※ 遺族年金、障害年金、

失業保険、労災保険、
生活保護費、福祉年
金など

②主に年金収入

・税法上の誰の扶養にもなっていない
・ 伊達市にお住まいでない人の税法上の

扶養になっている

伊達市にお住まいの人に扶養されている

年金収入のみで年間 148 万円以下
（65 歳未満は年間 98 万円以下）

年金収入のみで年間 148 万円（65 歳未
満は年間 98 万円）を超え 400 万円以下

年金収入のみで年間 400 万円を超える

年金収入以外の所得が 20 万円を超える

・ 各種控除の追加（医療費控除、生命保
険料控除など）※源泉徴収票の源泉徴
収税額がある場合

・勤務先で年末調整をしていない
・年末調整の内容に変更がある
・２カ所以上から給与をもらっている
※ 年途中で退職・就職があり、就職先で合

算して年末調整した場合は除く
・給与収入が 2,000 万円以上ある
※上記に当てはまらない場合は申告不要
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▼スタート
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確定申告申告をすることで所得税の還付を受ける、
または所得税を納付する はい

住民税申告
いいえ
はい給与収入以外の所得が 20 万円を超える

③主に給与収入

申告できる会場　　確定申告…税務署会場、伊達市会場 ／ 住民税申告…伊達市会場のみ

2月12日㊌〜3月17日㊊申告受付期間

申告相談会の日程・場申告相談会の日程・場
所などの詳細は、だて所などの詳細は、だて
市政だより 1 月号 8ページ市政だより 1 月号 8ページ
をご覧ください。をご覧ください。

福島税務署の確定申告書作成会場でも申告できます

所得申告相談会場の混雑防止のため、来場する人は市ホームページから「事前予約」をお願いします。

予約の前にお読みください
・予約は来場希望日の２日前までにお申し込みください。
・各会場初日・月曜日・最終日、保原会場の後半は混雑します。
・ 申告内容によって、受付時間が多少前後する場合があります。
・予約がない場合、後日のご来場をお願いする場合があります。

▼予約はこちら︎（�市ウェブサイト予約ページ）
インターネット予約が難しい人は

税務課（☎ 575-1138）
にご連絡ください。

場所 アオウゼ・AOZ
（福島市曽根田町 1-18　MAX ふくしま４階）

期間 2月 17日㊊〜 3月 17日㊊
※ 3 月 2 日㊐は開設※土・日・祝日を除く

時間 9時 15分〜 16時
※ MAX ふくしま 4 階は 9 時開場
※駐車場は 2 時間無料（以降有料）

入場整理券は L
ラ イ ン
INE アプリで発行

来場希望日 10 日前から発行可能

事前予約 はお済みですか？はお済みですか？で申告をされる皆さまへで申告をされる皆さまへ伊達市会場伊達市会場

当日の配布場所（LINE を使用していない人など）
8 時 50 分～ MAX ふくしま１階南側（陸橋側）入口
9 時～　　MAX ふくしま４階南側エレベーター前
※混雑状況により後日のご来場をお願いする場合あり

国税庁 LINE ▲

　ふるさと納税ワンストップ特例を適用するた
めには、次の条件を満たす必要があります。
１　確定申告をする必要がない給与所得者
２　年中の寄付先の自治体が５つ以下
３　 ふるさと納税先の自治体にワンストップ特
例の申請をしている

　ワンストップ特例を申請していても、確定申
告をする場合には、ふるさと納税の金額を含め
て寄付金控除額を計算する必要があります。
　また、５団体を超える自治体に寄付をされた
人などは、ワンストップ特例が無効となるため、
確定申告で寄付金控除を受けてください。

「ふるさと納税」をした人はご注意ください！

福島税務署では下記の人を対象に、スマホを利用した
申告相談会を行います。混雑状況によっては後日のご来
場をお願いする場合がありますので、ご了承ください。

対象 必要書類など

共通

・スマホ
・マイナンバーカード（要パスワード）
・利用者証明用電子証明書（数字 4 桁）
・署名用電子証明書（英数字 6 ～ 16 字）
・還付金振込先の通帳やカード
・ 源泉徴収票など（所得金額や所得控除額

がわかるもの）

住宅ローン
・国税庁「暮らしの税情報」
  「マイホームを持ったとき」
  参照

ふるさと納税 ・寄付金の受領証
  または寄付金控除に関する証明書

医療費控除 ・医療費控除の明細書
  または支払った医療費の額がわかる書類

場所 アオウゼ・AOZ
期間 2 月 12 日㊌～ 14 日㊎
時間 9 時 30 分～ 15 時 30 分
対象 下記を行った人（いずれも令和６年中）

①「住宅ローン」で住宅の新築、購入をした
②「ふるさと納税」をした
③「中途退職」をして年末調整を受けていない
④「医療費控除」を申告したい

問合せ 福島税務署個人課税第一部門
024-534-3121（音声案内 2 番）

住宅ローン、ふるさと納税、医療費控除などがある人向け�スマホ申告相談会

国税庁 HP ▶︎

だて市政だより   2025.2　¦¦　¦　だて市政だより   2025.2だて市政だより   2025.27 6


